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一 般 質 問 通 告 書 

今期通常会議において、次のとおり一般質問をしますから、北上市議会会議規則第

61 条第２項の規定により通告します。 

質 問 事 項  ２．特殊詐欺への対応策について 

質   問   の   要   旨 
答 弁 を 

求める者 

平成２７年９月議会においても特殊詐欺について一般質問しましたが 

市 長 

 

教育長 

その後、全国的には被害は更に増加しております。当市においても内容が 

異なるものの件数は増えているようです。そこで、改めて特殊詐欺への対 

応策について次の２点を質問します。 
（１）当市における特殊詐欺の実態について 

①ここ数年の市内の被害状況と特徴は。 
②当市の特徴的な対応策は。特に、防犯協会では独居老人宅などを訪問して 
 アンケートを実施したりしているが、その実態と成果は。 

 
（２）今後の対応策について 

①今までの対応策の課題と見直しは。 
②警察との連携は。特に県警で実施している自動通話録音警告機の貸し出し 

状況と効果は。 
  ③庁内の他部署や社会福祉協議会などとの連携は。また、架空請求などは若年 

層の被害も増えているようだが、小中学校における啓発内容はどのように実 
施しており、今後は実態に合わせて変えていく考えはないか。 

 
 
 
 
 

＜記入上の注意＞ (1) 質問事項１件につき一般質問通告書１枚の使用としてください。 

         (2) 質問事項は一覧表にして配布しますので明確に記入してください。 

         (3) 質問の要旨は箇条書でも結構ですから具体的に記入してください。 

 


